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羽生市議会総務文教常任委員会会議録　（第３日） 

 

　　　議事日程　令和７年９月１１日（木曜日）午前　９時３０分　　開　会 

 

第　１　開　　会 

第　２　審査事項 

　　　１）議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうち、総務文

教常任委員会所管分 

　　　２）議案第４３号　令和６年度羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別

会計歳入歳出決算 

第　３　閉　　会 

 

出席委員（７名） 

　　　　田　口　さとる　委員（委員長）　　　　小　林　誠　弥　委員（副委員長） 

　　　　島　村　　　勉　委員　　　　　　　　　斎　藤　万紀子　委員 

　　　　増　田　敏　雄　委員　　　　　　　　　野　中　一　城　委員 

　　　　小野田　和　男　委員 

 

欠席委員（なし） 

 

説明のため出席した者 

 
福　地　光　宏 経 済 環 境部 長 今　成　義　暢 商 工 課 長

 
小　林　　　良 商 工 振 興係 長

 
新　井　和　典 生 涯 学 習部 長 渡　邊　泰　弘 生涯学 習課長

 
根　岸　　　剛

ス ポ ー ツ 

振 興 課 長
前　澤　有　佑

課 長 補 佐 兼 

生涯学 習係長

 
櫻　井　洋　介

ス ポ ー ツ 

振 興 係 長
渡　邉　由香里 業 務 係 長

 
原　田　　　誠

文 化 財 ・郷 土 

資 料 係 長
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事務局出席者 

 
岡　田　隆　史

会 計 管 理者 兼 

会 計 課 長
木　元　典　子 会 計 係 長

 
須　藤　直　之

監 査 委 員 

事 務 局 長

 
中　村　憲　人 書 記
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午前　９時３０分　　開　会 

 

○田口さとる委員長　皆様、おはようございます。 

　　総務文教委員会３日目、ただいまから本日の会議を開きます。 

　　これより日程に入ります。 

　　課長説明に先立ち、所管部長から発言を求められておりますので、これを許可します。 

　　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　皆様、改めまして、おはようございます。生涯学習部長の新井

でございます。先日は、本会議で大変お世話になりました。ありがとうございました。 

　　本日は、議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算の審査でお世話にな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

　　それでは、議案説明のため出席している課長を紹介いたします。 

　　生涯学習課長の渡邊でございます。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　渡邊です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○新井和典生涯学習部長　スポーツ振興課長の根岸でございます。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　根岸です。よろしくお願いいたします。 

○新井和典生涯学習部長　なお、図書館長兼郷土資料館長の阿久津でございますが、今、

病気療養中にて出席がかないません。本人に成り代わりまして、おわび申し上げます。 

　　なお、図書館、郷土資料館所管分の歳入歳出決算につきましては、後ほど私から説明

申し上げたいと存じます。ご了承いただきますよう、お願いいたします。 

　　また、同席する係長は、後ほどご紹介申し上げます。 

　　それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田口さとる委員長　それでは、議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算

のうち、本委員会付託部分を議題といたします。 

　　生涯学習課所管部分について、生涯学習課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　改めまして、皆様、おはようございます。生涯学習課長の渡邊

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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　　本日、同席している職員を紹介いたします。 

　　生涯学習課課長補佐兼生涯学習係長の前澤でございます。 

○前澤有佑課長補佐兼生涯学習係長　前澤です。よろしくお願いします。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　恐縮ではございますが、着座にて説明させていただきます。 

　　それでは、議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうち、生涯学習

課所管部分につきまして順にご説明を申し上げます。 

　　１４２ページをご覧ください。 

　　第１０款教育費、第４項社会教育費、第１目社会教育総務費につきましては、予算現

額７，１５８万５，０００円に対して、支出済額６，９２５万５，８４２円、執行率は

９６．７％でございました。 

　　◎社会教育費総務費一般経費４７８万３，６８９円の主なものにつきまして、ご説明

申し上げます。 

　　まず、第１節報酬２３０万９，４９２円につきましては、社会教育委員の委員報酬並

びに会計年度任用職員である社会教育指導員１名及び一般事務補助員１名の報酬になり

ます。 

　　次に、第１０節需用費６５万７，５３９円のうち、消耗品費４９万６，１５６円につ

きましては、羽生市二十歳の集いの記念品や写真撮影などに要した費用でございます。 

　　なお、羽生市二十歳の集いの参加者は、５６０名中３８５名で、参加率は

６８．７５％でございました。また、保護者の観覧は１３９名ございました。 

　　続きまして、１４３ページをご覧ください。 

　　第１８節負担金補助及び交付金１５２万１，１００円のうち、負担金１５万

８，１００円の主なものにつきましては、子ども大学はにゅう実行委員会に対するもの

でございます。令和６年度の子ども大学はにゅうは、小学校４年生から６年生までの児

童２６名が参加し、２日間で４つの講座を実施し、開催しました。 

　　また、補助金１３６万３，０００円の主なものといたしましては、市文化団体連合会

への補助金５６万５，０００円と、市ＰＴＡ連合会への補助金２７万７，０００円でご

ざいます。 

　　続きまして、放課後子ども教室推進事業７６万１，８２２円につきまして、ご説明を

申し上げます。 

　　放課後子ども教室につきましては、現在、市内６か所、羽生北小学校、羽生南小学校、
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新郷第一小学校、羽生東小学校、岩瀬小学校、手子林小学校において活動しております

が、昨年度は、井泉小学校につきまして、羽生東小学校開校準備のため、事業を中止し

ております。 

　　なお、特定財源といたしまして、埼玉県放課後子ども教室推進事業費補助金、補助率

３分の２を活用しております。 

　　それでは、主なものにつきまして、ご説明申し上げます。 

　　第１節報酬８万７，５００円につきましては、放課後子ども教室運営委員への委員報

酬でございます。 

　　続きまして、１４４ページをご覧いただきたいと思います。 

　　第７節報償費５５万１００円につきましては、コーディネーター６名、指導員１６名

及び特別教室講師６名への謝金でございます。 

　　続きまして、第２目人権教育費について、ご説明申し上げます。 

　　予算現額１，２４３万２，０００円に対し、支出済額１，０４１万６，３２３円で、

執行率は８３．８％でございます。 

　　人権教育費は、市内５か所の集会所における同和問題をはじめとした人権問題の解消

を図るための集会所の学習や、市民を対象とした人権啓発のための経費及び施設の維持

管理費等でございます。 

　　それでは、人権教育費一般経費１，０４１万６，３２３円の主なものにつきまして、

ご説明申し上げます。 

　　第１節報酬１０６万９，６３１円につきましては、集会所運営委員及び会計年度任用

職員である集会所指導員１名への報酬でございます。 

　　第７節報償費１９７万１，８１４円につきましては、各集会所における集会所学習の

講師や指導者への謝金等でございます。 

　　第１０節需用費２４７万６，９７３円につきましては、集会所学習に係る消耗品費や、

市内の５集会所で使用した燃料費、光熱水費、修繕に要した費用となっております。 

　　続きまして、１４５ページをご覧ください。 

　　第１２節委託料２９５万２，７２０円につきましては、浄化槽維持管理や消防設備保

守点検、集会所管理業務等の委託料でございます。 

　　第１３節使用料及び賃借料９４万２，２３４円のうち、自動車借上料８６万

２，４４４円につきましては、毎年７月に開催しております親子交流の集いや、集会所
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学習の移動教室におけるバス借り上げ料となっております。 

　　続いて、第１７節備品購入費１２万９，８００円の主なものにつきましては、庁用器

具費５万６，１００円で、集会所で使用する浄化槽ブロワーなどを購入した費用となっ

ております。 

　　続きまして、第３目公民館費について、ご説明申し上げます。 

　　予算現額１億９，５０３万４，４００円に対し、支出済額１億６，０９２万

６，３８４円で、執行率は８２．５％となっております。 

　　公民館費は、生涯学習の拠点施設として、９公民館の主催講座の講師謝金や施設の維

持管理費となっております。 

　　それでは、◎公民館一般経費８，７８９万４，２４７円の主なものにつきまして、ご

説明申し上げます。 

　　第１節報酬３，９３４万３，３０４円につきましては、公民館運営審議会委員９０人

の委員報酬と、会計年度任用職員３８人の報酬でございます。 

　　公民館運営審議会は、公民館ごとに設置をし、学校教育及び社会教育の関係や、家庭

教育の向上に資する活動を行う者、識見を有する者、公募による委員をもって組織して

おります。 

　　続きまして、第７節報償費１１０万７００円につきましては、９つある公民館におけ

る主催講座の講師に対する謝金でございます。９全館で昨年は１７１講座を開催し、生

涯学習の推進を図りました。 

　　続きまして、第１０節需用費２，０７５万４９７円につきましては、施設運営に必要

な消耗品費、燃料費、光熱水費及び修繕料などでございます。 

　　なお、修繕料３６４万３４円につきましては、中央公民館の冷却水ポンプ修繕や、中

央公民館の１階集会室照明器具修繕など、計２７件の修繕を行いました。 

　　続いて、１４７ページをご覧ください。 

　　第１２節委託料１，６５５万１，８２０円につきましては、公民館の清掃業務、夜間

警備業務をはじめとする施設管理のための業務委託料でございます。 

　　第１４節工事請負費３５４万２，５９０円につきましては、須影、川俣、村君公民館

の調理室エアコン工事と、岩瀬公民館多目的トイレ改修工事など、計９件の工事を行な

った費用でございます。 

　　続きまして、１４８ページをご覧ください。 
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　　第１７節備品購入費４１万３，５３９円につきましては、各公民館で必要な掃除機や

シュレッダー等の購入に要した費用となっております。 

　　続きまして、１５３ページをご覧ください。 

　　第７目産業文化ホール費でございます。予算現額８，２１１万１，１５０円で、支出

済額８，２０５万５，５７０円、執行率は９９．９％でございます。 

　　それでは、産業文化ホール一般経費８，２０５万５，５７０円の主なものにつきまし

て、ご説明申し上げます。 

　　まず、第１０節需用費６３２万５，７７０円の主なものにつきましては、修繕料とな

っております。大ホール通路カーペット、エアハンドリングユニット、非常用発電設備、

第２会議室カーペット、大ホール排煙筒緊急修繕などを行なった費用でございます。 

　　第１２節委託料７，５３６万２００円につきましては、産業文化ホールの指定管理者

である株式会社ケイミックスパブリックビジネスへの指定管理料７，４７５万

３，０００円と、エレベーターメンテナンス業務の委託料６０万７，２００円でござい

ます。 

　　指定管理料につきましては、当初の年度協定書に基づく指定管理料は７，１５４万

９，０００円でございますが、電気料の高騰、３２０万４，０００円、令和７年３月補

正で可決されておりますが、増額した上で、指定管理料決算額となっております。 

　　また、現在、指定管理期間は令和８年度までの５年間で、令和６年度は３年度目でご

ざいます。 

　　エレベーターメンテナンス業務につきましては、令和５年１２月で部品供給期限を迎

えておりますことから、当初の指定管理料にエレベーター保守業務を含んでいなかった

ため、令和６年１月以降は保守業務のみ支出することになっております。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田口さとる委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　１４３ページをお願いいたします。 

　　子ども大学、４講座開設とあるんですけれども、その４講座の講座名と参加者が分か

れば教えていただきたいんですけれども、お願いします。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 
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○渡邊泰弘生涯学習課長　子ども大学、まず、開催日は令和６年８月６日と８月８日の

２日間で、参加者は２６人でございます。 

　　４講座の内訳は、１つ目が、埼玉純真短期大学さんが講師となった「マンダラチャー

トを作成してみよう」。２つ目は、市内にあります企業を見学するということで、熊谷

通運株式会社羽生物流センターのほうで、物流倉庫をのぞいてみようということで、見

学をしてまいりました。３つ目としましては、ものつくり大学のほうへ訪問し、「人協

働型ロボットを動かしてみよう」という講座を行いました。最後に、４つ目として、埼

玉純真短期大学さんで「素敵なバースデーケーキタワーを作ろ！！」という講座を行な

ったという報告でございました。 

　　以上です。 

○田口さとる委員長　増田委員。 

○増田敏雄委員　いいですよね、これ。なかなか体験できないような講座がいっぱいあり

まして、これはすばらしいんで、これからも積極的に開催して、子どもたちの夢が大き

くなるように頑張っていただきたいと思います。 

　　以上でオーケーです。ありがとうございます。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑はございますでしょうか。 

　　小野田委員。 

○小野田和男委員　１４６ページに修繕料３６４万というのがあるんですけれども、これ

は、どこを修理したんですか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　こちらは、修繕料として、９つある公民館の修繕を行なった費

用なんですが、件数がかなりありますので、これを一つ一つは。 

○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　今、何で聞いたかというと、中央公民館はいまだに和式トイレがある

んで、それも修繕の中へ入っているかな。どうかな。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　昨年度の中央公民館の修繕の中に、和式トイレから洋式トイレ

に改装ということでよろしいですか。そういった修繕があったかどうかということでよ

ろしいでしょうか。ございませんでした。 

○小野田和男委員　ない。 
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○渡邊泰弘生涯学習課長　なかったです。 

○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　この間も一般質問の中で言ったんだけれども、中央公民館で、あれは

利用者がいっぱいいるんだけれども、和式便所があるんで、高齢者は全然、始めから行

く気しないんですよね。座ったら立ち上がれないじゃない。だから、早く直してもらい

たいという要望があるんだけれども、どんなものでしょうか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　現状の中央公民館の和式と洋式なんですが、男子トイレは、和

式、洋式が４つずつで、５０％は洋式。女子トイレは、和式が１２のうち８ありまして、

洋式は４つで、多目的トイレは全て洋式で４つということで、合計ですと、全体の

５０％が洋式便器になっている状況でございますが、今後は、やはり洋式の需要という

のは、当然、もう和式を使う時代ではなくなってきているとは思いますので、その辺は、

またしっかりと考えていかなきゃいけないかなというふうには思っております。 

○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　次回で云々ということですけれども、連日利用しているじいさん、ば

あさんからすると、早く、早急にと、漏らしちゃうよという人もいるんで、座ったら立

ち上がれないんですよ。だから、早急にお願いします。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　人権教育一般経費の中の報償金、全国人権・同和教育研究大会報償金

なんですけれども、１４４ページで、昨年に比べて倍くらいの金額になっているんです

が、こちらは、人数が増えたとか、大会の場所が遠かったとか、ちょっとその増額され

た理由について教えてください。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　昨年、報償金ということで、こちらの行われた場所ですが、熊

本県、熊本市民会館で２日間でございましたので、内容としましては、第７５回全国人

権・同和教育研究大会の旅費ということで、１２万９，０６４円を支出しているという

ことでございます。やはり大会が遠くなりますと、旅費も増えていくというところでご

ざいまして、人数もお一人でございますが、そういうことで、高くなった理由だと考え

ております。 
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○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　これ、毎回、参加される方というのは、どのように決定するんでしょ

うか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　こちらは、お一人を学校ごとに人権担当職員という方がおりま

して、その中で、ちょっとその決め方はすみません、内部でどなたかということで決め

ているとは思いますが、人権担当の教職員の方が行っていらっしゃいます。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　すみません、ちょっと存じなかったので、じゃ、先生が派遣されて、

それで、子どもたちへの人権教育に還元するための大会があったということでよろしい

でしょうか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　そのとおりでございます。 

○斎藤万紀子委員　ありがとうございます。了解しました。 

○田口さとる委員長　よろしいですか。 

　　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　１５３ページの産業文化ホールなんですが、産業文化ホールの友の会の

会長を仰せつかっていますんで、いろいろとお世話になって、ありがとうございますと

いうことで、昨日、おとといかの話で、不用額で、電気代がさほど上がっていなかった

んで不用額がこれだけ残っていますということが、話がずっと来ていて、今回は、電気

代が上がったんでプラス三百何万ということなんですけれども、その経緯というか、ほ

かの決算書では、電気代が思うより上がっていないんで不用額でということが、いっぱ

い、ずっと、昨日、おとといだったんで、その辺の違いが、どこから増えたのかを教え

ていただければありがたいと、こういうふうに思います。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　現在ケイミックスさんに委託しているところの委託料を計算し

た分が、令和３年度時点での電気料も含めた委託料だったわけです。その後、物価高騰

などで、上がったということもございまして、実際は、その管理料では支払いができま

せんので、そこを精査しまして、その分は補正で計上させていただいて、委託料に移し



－11－

ているということで、お支払いをしていただいたというところです。 

○田口さとる委員長　増田委員。 

○増田敏雄委員　ありがとうございます。 

　　年度ごとに、今年は電気代が上がりそうだから、これを上乗せして予算計上しましょ

うとかというんじゃなくて、この７，１５４万円の固定で契約になっていて、やってい

るから、その年、急に大幅上昇すると、その分を補塡してあげるというふうな形で理解

してよろしいですか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　そのとおりでございます。 

○増田敏雄委員　了解しました。ありがとうございました。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　野中委員。 

○野中一城委員　１４７ページの１４節の工事請負費の中で、一応、須影、川俣、村君公

民館の調理室のエアコン設置工事をしたということで、これ一応３５４万円になってい

るんですけれども、この工事の内容をまず教えていただきたいと思います。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　１４節工事請負費の内訳ということでございますが、全部で

９本の工事を行いました。 

　　１つ、調理室のエアコンの取付工事は、須影公民館、川俣公民館、村君公民館のほう

に設置をしております。 

　　そのほか、岩瀬公民館の多目的トイレの工事をさせていただきました。それと、川俣

公民館の事務室のエアコン工事。それから、川俣公民館の便座、暖房便座のほうに取り

替えておりまして、それが川俣と須影と村君公民館の便座を暖房に、使えるように取り

替えております。 

　　最後、９本目として、川俣公民館の郵便ポストがなかったということで設置している

ということで、その９本で３５４万２，５９０円という計算になります。 

○野中一城委員　分かりました。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　１４７ページ、公民館無線ＬＡＮ回線についてなんですけれども、回
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線費と、また保守委託料があるんですけれども、こちらについて、無線ＬＡＮの活用の

具合といいますか、どのような方がどの程度、無線ＬＡＮを導入してから、こちらを拾

われているのかということについて教えてください。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　無線ＬＡＮのほうを今、契約しておりまして、それに伴って講

座のほうも開いておりますが、その中に、スマートフォン講座ということで、年齢は高

齢者の方が、やはりスマホの使い方が、できない。難しいということで、昨年度も実施

しておりますが、令和６年度の実績を申し上げますと、新郷公民館で４回実施しまして

３７人、須影で１回で１１人、岩瀬が４回で３９人、井泉が１回で２０人、村君が１回

行なって１０人、計１１回で１１７名の方が参加しております。 

　　前年度が１０回で１２３名ということでございますので、数字的には横ばいとなって

おりますが、今後も、このＷｉ－Ｆｉのほうを設置したということもありますので、し

っかりとそれを生かした講座、事業を推進していきたいというふうには考えております。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　その講座以外で活用されるような事例というのはあるんでしょうか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　講座以外にでも、実際Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っているということ

で、インターネットに接続できますので、我々も常に公民館に行って見ているわけでは

ありませんが、これからのＤＸじゃありませんけれども、そういった公民館、公共施設

にＷｉ－Ｆｉの使用ができるようにしておくというのは、これは市民サービスの向上に

もつながっておりますが、そういった講座以外でも利用されている方、やはり便利にな

っているんだろうということでございますので、回答がうまくできませんが、よろしく

お願いしたいと思います。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　最後、確認なんですけれども、基本的に無線ＬＡＮの回線費と保守委

託料が経年でかかるということ、プラスアルファで、故障したりしたら、もちろん修繕

費用がかかると思うんですけれども、基本的には、この２点が無線ＬＡＮを今後も活用

していくための維持管理費ということでよろしいでしょうか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　そのとおりでございます。 
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○斎藤万紀子委員　了解しました。よろしくお願いします。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　島村委員。 

○島村　勉委員　二十歳の集いが６８％ぐらいだった。これはどう、大分下がってきてい

るかどうか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　下がっているというのは、人数のことですよね。 

○島村　勉委員　出席率が高い。６８％とかということで、幾つか。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　６８％台が毎年続いておりますが、やはりその分母、今年度も、

令和８年１月に開く予定で、今、実行委員会を開いて準備をしておりますが、昨年度が

５６２人が対象だったんですが、今年確認しているところでは４８０人台ということで

すから、率というよりは、もう人数が減ってきていることは、否めないのかなというふ

うに感じます。 

○田口さとる委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　その年代の子が少ないんだったら、それはしようがないけれども、パー

センテージ自体が、それが少なくなっているなら、あれだけれども、パーセンテージ自

体は、何というか、魅力があるものというか、そういうふうな、やっているほうがいい

かなと思うけれども、いかがですか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　二十歳の集いは、各中学校、３中学校のＯＢ、ＯＧの方が構成

されて実行委員会等を開いておりまして、皆さん学生だったり、仕事をされている方と

か、そういった方が夜、５回程度でしょうか。実行委員会等を我々、事務局と一緒に時

間をつくって開いております。 

　　その中で、各学校に訪問して、当時教わった恩師の方のビデオを撮ったりとか、いろ

いろ工夫はしておりますが、なかなか、１００％全員、皆様が二十歳の集いに来るとい

うことは考えられず、皆様もしかすると、大学でも、他県や、そういうところに行って

いらっしゃると、こちらに行けない方もいますし、でも、二十歳の集いというのは、昔

は、我々の世代は成人式でしたけれども、同窓会とかを開けるという、そういうきっか

けにもなりますし、今後、人数は、これはもう仕方ない。減っているということは、も

う否めないんですけれども、しっかりと魅力ある事業を今後も実行委員の皆様と考えて
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いきたいなというふうには思います。 

○島村　勉委員　分かりました。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

○小林誠弥副委員長　それでは、暫時、委員長の座をお預かりさせていただきまして、田

口委員。 

○田口さとる委員　大きく３つほど、ちょっと質問させてください。 

　　まず、１４３ページ、負担金及び交付金のところで、市文化団体連合会補助金のとこ

ろ、今現在、この年代で文化団体がどのくらいあって、それぞれにお幾らぐらいずつ補

助金を交付していたのかということを教えていただけますか。 

○小林誠弥副委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　昨年度、文化団体連合会補助金で５６万５，０００円を支出し

ておりまして、加盟団体は昨年１３団体でございまして、助成金は各団体に３万円程度

でございます。残りは一般的な経費として支出、費用ということで計上しております。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　特に団体の規模、大きさ、人数とかで差はなく、一律に３万円の補助

ということでよろしいでしょうか。 

　　それで、ちょっと文化団体が、ざっくりどんなものがあるのか、５個ぐらい挙げても

らえるとありがたいんですが、お願いします。 

○小林誠弥副委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　規模につきましては、大小様々ではございますが、こちらの文

化団体連合会の会議におきまして一律３万円というのを取り決めておりますので、規模

の大きさ、人数が多い、少ないということではないということでございます。一律とい

うことでございます。 

　　そのほか、団体名としましては、羽生市美術連盟、市民音楽協議会、あとは、囲碁同

好会、華道協会など、１３団体に昨年度は交付したという内訳でございます。 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

　　次が１４４ページ、集会所学習についてお聞きします。 

　　令和６年度の集会所学習の主なものと、内容と、あと、講師がどのような方がいらっ

しゃっていたのかと、あと、参加人数とか、ちょっと教えていただけますか。 

○小林誠弥副委員長　生涯学習課長。 



－15－

○渡邊泰弘生涯学習課長　集会所学習の内容につきまして、まず、種類としては、小学生

を対象にした子ども学習会、それから、中学生を対象とした中学生学級、それから女性

学級、成人学級、高齢者学級というのを各集会所で実施しておりまして、小学校、中学

生学級、合わせてでございますが、全部で回数が７７回行われまして、延べですが、

１，０９０人参加でございます。そのほか、成人、女性、高齢者学級につきましては、

全部で１１５回、延べ１，１１６人が参加をしております。 

　　子ども学習会、中学生学級につきましては、学校の教員の方が、平日であれば２時間

程度、時間外、それから土曜日の２時間程度ということで、これは各集会所で開催する

曜日はばらばらですけれども、月１回程度はやっているという実績でございます。 

　　そのほか、女性学級ですと、手芸だったり生け花だったり、今、エコクラフトという

ことで、籐の籠を作ったりとかという学習をしていたり、それから、成人学習ですと、

防犯教室をやったり、また、カラオケというんですか、ファミリーバンドを交えたカラ

オケ教室だったりとか、そういったものを集会所において学習している。講座として開

いているというところでございます。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　よく分かりました。 

　　公民館とかでも、いろいろ、催物、出し物とか、やっているじゃないですか、イベン

トとか。その辺とのすみ分けというのは、集会所学習とのすみ分け、私、比較的、子ど

も、小学生相手のものをイメージしていたんですが、結構いろんな、多岐の年代にわた

ってやっているのを初めて知ったんですけれども、公民館とかのイベントとか講習とか

とのすみ分けみたいなのは、どういうふうに決めていらっしゃるのかということをちょ

っとお伺いしたいです。 

○小林誠弥副委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　公民館というのは、例えばサークルとかの団体の方が登録をさ

れて、そこで講座を開くとか、あとは、主催講座ということで、市のほうから毎年多く

のプログラムをつくって、市民参加型のプログラム、講座とかを開いているものでござ

います。 

　　一方で、集会所というのは、冒頭でも申し上げたと思いますが、やはり同和問題とい

うのがございまして、そこでの人権問題の解消を図るための勉強会、また、そういった

講座を開くことによりまして、地域というのを掘り下げて、交流する場というところで、
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そういった目的が全く違いまして、すみ分けはさせていただいているところでございま

す。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　あと、もう一点ですが、１４７ページの委託料、公民館の夜間警備業

務委託料に関してなんですけれども、これは、年間通じて、市内の９公民館の夜間警備

をセコムとか、どこかに委託しているという中身という理解でよろしいのかという点が

１つと、その細かい警備業務の内容ですかね。ちょっとお伺いいたします。 

○小林誠弥副委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　こちらは、９公民館対して、アルソックが行なっておりまして、

夜間、巡回等をしていただいているというようでございます。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　ちょっと川俣の公民館で室外機盗まれちゃったりとかというのがあっ

て、館長にお話聞いたんですけれども、結局もう盗まれたからと瞬間に駆けつけるとい

うのは、やっぱり無理なわけですし、それでも夜中の３時とかに館長のところに電話が

あって、現場へ行ったらやっぱりなくなっている。それで警察を呼んで、３時、４時に

わちゃわちゃ、そういう意味であったみたいな話を聞いたんですけれども、かつ、今あ

んまり公民館で現金を扱ったりはしないと思うんですよ。どこまでこの業務を委託し続

ける、この業務で、内容でいいのかなというところで、見直しとかを検討することはし

ないのかなということをちょっとお伺いいたします。 

○小林誠弥副委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　昨年の８月１１日の日曜日、今、委員長言っておられたのは、

川俣公民館の事務室の室外機が１台盗難された件だというふうに思います。夜間業務の

見直しはどうなのかということでございますが、アルソックさんから夜中の３時頃に、

通電、電気が通らなくなった。通電が切れたというのを受けて、その十数分後にアルソ

ックの担当の方が館長に電話をしたということでございます。 

　　それで、アルソックの方も、３時１３分ですかね。１４分ぐらいに、すぐには、この

現場にいたという現状でありますし、そういったことで、結局その盗難は、盗難届を警

察に出して、今も見つかってはおりませんけれども、１日、夜でも１周していただいて、

変わりがないかどうか確認いただいているということで、今後も特に業務内容の変更は

ございませんけれども、こういった委託をしているからこそ、やはり早めにそういった
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盗難に気がついたというところもありますが、今後、今の室外機、新しくつけたんです

が、昨年度。やはり盗まれないようにチェーンをつけたり、あとは名前を書くとか、そ

ういったことで盗難防止に努めているところでございますので、今後も同様の内容で夜

間警備は進めていきたいというふうに思います。 

　　これが、もう何台も盗まれているとか、そういうことでございますと、また強化しな

くちゃいけないというふうに考えておりますが、今後も、その辺も考えながら業務内容

を考えていきたいと思います。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　この委託料に関しては、ごめんなさい、ちょっと作ってあるデータを

ちゃんと見ていないんだろうが、私も悪いんですけれども、値上がりの傾向とか、そう

いった話とかというのは今のところないんですか。 

○小林誠弥副委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　毎年この金額で、定額で行なっておりますので、来年度はまだ

見積りを取っておりませんけれども、上がるかどうかは、また今後、見積りを取って確

認していきたいと思います。 

〔発言する者あり〕 

○田口さとる委員　ありがとうございます。 

○小林誠弥副委員長　それでは、委員長の座をお返しいたします。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑ございますでしょうか。 

　　小野田委員。 

○小野田和男委員　これは１４３ページに、今、田口さんが補助金、交付金について団体

は何個あるかと聞いたと思うんだけれども、私は、そのことじゃなくて、これ、今ここ

で聞くのはちょっと酷なような気がするけれども、行政で補助金というもの、各部門、

部署で出ていると思うんだけれども、そうすると、年間の活動報告とか決算書とか、全

部もらっているのかどうか。活動を精査しないと、あんまり活動しないところなら補助

金なんか出さなくてもいいと思うんで、そこら辺、やっているんですか。 

○田口さとる委員長　生涯学習課長。 

○渡邊泰弘生涯学習課長　各団体から、補助を交付していますので、報告はいただいてい

るということで、中身を精査します。 

○小野田和男委員　精査している。 
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○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　いいんですけれども、案外と、ばらまきで、まきっ放しというのが多

いの。チェックされない。やっているということであれば、いいです。ありがとうござ

いました。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑ございますでしょうか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○田口さとる委員長　質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１２分　　休　憩 

 

午前１０時１５分　　開　議 

 

○田口さとる委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、図書館、郷土資料館所管部分について、図書館長兼郷土資料館長が本

日、体調不良のため、生涯学習部長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　改めまして、生涯学習部長の新井でございます。 

　　最初に、本日、同席いたします職員を紹介申し上げます。 

　　図書館業務係長の渡邉です。 

○渡邉由香里業務係長　よろしくお願いいたします。 

○新井和典生涯学習部長　郷土資料館文化財・郷土資料係長の原田です。 

○原田　誠文化財・郷土資料係長　よろしくお願いいたします。 

○新井和典生涯学習部長　それでは、恐れ入りますが、着座での説明をお許しいただきた

く存じます。ありがとうございます。 

　　それでは、図書館、郷土資料館所管分の歳入歳出決算につきまして、順次ご説明申し

上げます。 

　　決算書の１４８ページをご覧ください。 

　　初めに、第４目図書館費について、ご説明申し上げます。 

　　予算現額は１億９，１４８万１，０００円に対し、支出済額１億６，４５４万
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２１０円、翌年度繰越額２，００６万６，０００円、不用額６８７万４，７９０円で、

執行率は８５．９％となりましたが、翌年度繰越額２，００６万６，０００円を予算現

額から除いた実質的な執行率は９６．０％となりました。 

　　それでは、まず、図書館一般経費１億４７２万４，３０３円のうち、主なものについ

て、ご説明申し上げます。 

　　該当するのは、このページから次ページ、１４９ページにかけてとなります。ページ

を移ります。 

　　まず、７節報償費、報償金８，５００円は、絵本専門士による絵本の読み聞かせ会、

読み聞かせ講座講師謝金、１名分の謝金でございます。 

　　次に、１０節需用費のうち、主なものを申し上げます。 

　　消耗品費２９６万６，０７３円のうち、主なものは、年間１，２８２冊の雑誌購入費

や、ブックスタートやセカンドブック事業の絵本購入費などでございます。 

　　また、光熱水費６７１万８，３０５円につきましては、水道料と電気料の支払いでご

ざいます。 

　　次に、修繕料１２４万５，２８８円の主なものは、空調設備のチラー圧縮機交換修繕

及び浄化槽用放流ポンプ交換修繕などでございます。 

　　続きまして、１２節委託料３，６２２万３，９４０円は、主に施設の維持管理のため

の経常的な業務委託１１契約分と、図書館システムの保守業務委託料１０３万

２，２４０円や、ページを移ります。窓口業務等委託料２，６３３万６，６４０円、樹

木剪定委託料４４万円でございます。 

　　続きまして、１３節使用料及び賃借料３６２万９，６４６円の主なものは、図書館シ

ステムサーバ使用料１０６万６，５６０円と、図書館システム機器のリース料である電

算機器借上料１９５万６，２４０円でございます。 

　　続きまして、１４節工事請負費、図書館照明器具ＬＥＤ化工事請負費が４，１８０万

円でございます。図書館、郷土資料館敷地内の一部を除きまして、ほぼ全ての照明器具

をＬＥＤに変更したものでございます。 

　　続きまして、１７節備品購入費８０９万９，９５９円の主なものは図書購入費で、一

般書２，６３７冊、児童書１，１２８冊、合わせて３，７６５冊を購入したものでござ

います。 

　　図書館一般経費につきましては、以上でございます。 
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　　続きまして、ページ中段、第５目文化財保護費について説明を申し上げます。 

　　文化財保護費は、ムジナモの自生促進事業、県や市の指定文化財の保護及び文化財の

啓発等に係る経費でございます。予算現額１，２０６万円に対し、支出済額

１，０８５万４，９８８円で、執行率は９０％でございます。 

　　それでは、文化財保護一般経費１，０８５万４，９８８円について、主なものを申し

上げます。 

　　１５１ページ、次ページに移ります。 

　　１１節役務費４６万９，０７４円の主なものは、指定文化財管理手数料４２万

７，５００円でございます。現在、市内の指定文化財は、国指定が１件、県指定が８件、

市の指定が６７件、合計７６件となっております。この経費は、指定文化財所有者等へ

の管理手数料の支払いでございます。 

　　続きまして、１２節委託料７６９万１，５８３円の主なものにつきましては、ムジナ

モの保護増殖及び自生促進に係る業務のほか、勘兵衛松の保存関連業務や発掘調査関連

業務となっております。 

　　このうち、ムジナモの保護増殖に関する事業は４つございます。１つ目のムジナモ保

護増殖委託料１３５万円は、宝蔵寺沼ムジナモ自生地において、ムジナモを継続的に自

生させることを目的とした環境調査等を埼玉大学に委託しているものでございます。 

　　２つ目の宝蔵寺沼ムジナモ自生促進業務委託料３７４万５，４８８円は、ムジナモの

生育環境を整えるため、外来樹木を伐採、ヨシなどの草刈り及び放っておくと陸地化し

てしまう水路を重機で掘削するものでございます。 

　　３つ目のムジナモ自生地管理作業委託料１１５万８，３６０円は、自生地の日常管理

として、ムジナモを食べてしまう食害生物の駆除や、水温の記録等を行うものでござい

ます。 

　　４つ目のムジナモ野生復帰記念標示看板等製作・設置業務委託料１３万７，５００円

は、令和７年１月、埼玉県レッドリスト２０２４植物編の改訂において、ムジナモが野

生絶滅から絶滅危惧ⅠＡ類になりまして、野生復帰を果たしたことを記念して、羽生駅

自由通路に、まず看板、市役所に懸垂幕、自生地の展望台がございますが、そちらに横

断幕を設置したものでございます。 

　　次に、１３節使用料及び賃借料１１８万５，８００円の主なものは、機械借上料

１１６万３，８００円です。これは、埋蔵文化財の試掘調査で使用するバックホウとい
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う機械の借り上げ料であり、令和６年度は８件、延べ１０日間、試掘調査を行なったも

のでございます。 

　　次に、１４節工事請負費５３万９，０００円につきましては、令和６年度で閉校した

村君小学校跡地の利活用の検討に当たり、急遽、冬休み中に埋蔵文化財試掘調査で掘削

した場所について、閉校までの間、引き続き、まだ授業で校庭を使用することから、危

険のないように転圧作業を行なったものでございます。 

　　次に、１８節負担金補助及び交付金４５万２，８００円の主なものにつきましては、

羽生市ムジナモ保存会への補助金、次のページに移りまして、地域史発掘活動交付金な

どでございます。 

　　なお、地域史発掘活動交付金は、１地区４万２，７００円交付しておりまして、令和

６年度は、川俣地区が新たに発足したことによりまして、前年度と比較しますと１団体

分の増額ということになってございます。 

　　続きまして、６目郷土資料館費についてご説明いたします。予算現額８７９万

２，０００円に対し、支出済額は８０４万４，６８６円で、執行率は９１．５％でござ

いました。 

　　郷土資料館一般経費８０４万４，６８６円について、主な内容を申し上げます。 

　　１節報酬、委員報酬２万８，０００円につきましては、郷土資料館運営委員会の４名、

２回分の報酬でございます。 

　　少し飛びまして、１０節需用費５２万１，３７４円のうち、主なものを申し上げます。 

　　消耗品費３４万１，６３５円は、収蔵管理用品としての中性紙製文書保存箱や、企画

展案内展示看板、展示関連消耗品などでございます。 

　　印刷製本費１０万３，４００円は、企画展のポスター、リーフレットの印刷代などで

す。 

　　修繕料２万２，４７３円は、ハードディスクのデータ復旧修繕及び公用車の１２か月

点検代でございます。 

　　続きまして、１２節委託料１０７万２，２８４円について申し上げます。 

　　ページを移ります。 

　　主なものは、くん蒸委託料４６万８，６００円や、企画展監視業務委託料５７万

９，６８４円でございます。このうち、くん蒸委託料とは、収蔵品資料の害虫駆除やカ

ビ防止のために消毒を行う業務を委託したものでございまして、収蔵品の倉庫と展示室
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を消毒したものでございます。 

　　１７節備品購入費５万１，０５０円の主なものは、資料購入費の３万５，０００円で

ございます。こちらは、郷土の歴史や文化に関係のある書籍８点を購入したものでござ

います。 

　　以上で、図書館費、文化財保護費及び郷土資料館費についての説明を終わります。ご

審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○田口さとる委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　増田委員。 

○増田敏雄委員　何年か前に大量な図書が盗まれたということがあったんですけれども、

その後の状況はいかがでしょうか、分かる範囲で。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　現在は、盗難等の被害は確認されておりません。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑はございますでしょうか。 

　　小林委員。 

○小林誠弥委員　１５１ページの埋蔵文化財の村君小学校の転圧工事なんですけれども、

これは何か発掘されたという事案、まず発掘されていたのかどうかというのを教えても

らいたいのと、あと、閉校後に校庭を使うために転圧するというふうにおっしゃってい

ましたけれども、どのような形で今この校庭というのは使うことになったのかという、

その２点、教えていただければと思います。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　こちらにつきましては、この廃校後の利活用ということで、用

地の売買ですとか、貸借ですとか、いろんな、幅広く利活用を考えるに当たりまして、

使い出してから何か出てくると不具合が発生するということで、校庭の何か所かを試掘

をいたしました。 

　　それで、出てきたものは出てきたんですけれども、かけらみたいなものなんですね、

食器類とかの。それは、あまり、そこから先に調査を加えるほど貴重なものではないと

いうことで、よくあるようなものだということで、それは、そこで、これ以上調査する

ことはないという結論になりました。 

　　それですので、また埋め戻しをしまして、１回掘ったものですから、そこをただ埋め
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戻すだけですと、児童が走ったりするときに足を取られたりしますので、そこをもう一

度転圧をかけて元の状態に戻したというふうになっております。 

　　今現在は、市の方針として、今後どう、そこにどういう業者さんが興味を示すかとか、

そういう段階かと思われます。そこは間を置かずに新しい利活用につなげるように、今、

市としては方針を考えておりまして、企業や、そういうところに呼びかけができるよう

準備を進めている段階と思われます。 

　　以上、答弁といたします。 

○小林誠弥委員　じゃ、逆に企業誘致というか、利活用できるために元に戻したというこ

とですね。ありがとうございました。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　主なものとしましては、やはり児童・生徒が、これ、やったの

が、令和７年の１月に試掘をしました。閉校までの間、まだ３月まで使うということな

ので、戻しまして、さらに、ちょっとぐずぐずなので転圧して、子どもが走ったりして

も足を取られないようにということで、転圧までかけたということでございます。説明

が足りず、申し訳ないことでございます。 

○小林誠弥委員　分かりました。ありがとうございました。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　島村委員。 

○島村　勉委員　ムジナモ保護増殖の埼玉大学へ、これ毎年毎年、金を払わなくちゃいけ

ないのか、どんなことをやっているのか。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　これは、もうムジナモをやはり継続的に自生する。そこで生き

ていってもらうということを目的とした環境調査委託業務になっておりまして、中身と

しましては、植物調査ということで、どういう植物が生えているか、ムジナモにどうい

う環境がいいかとか、あとは水質調査もしてもらいまして、魚類調査、どういう魚が生

息しているか、増えているか減っているか、あとは遺伝子調査というのをやっておりま

して、あとはムジナモ生育実験等、専門家でないと分からない観点から、ムジナモのい

い環境について毎年研究を進めてもらいまして、それを我々にフィードバックしていた

だいているというものでございます。このムジナモ野生復帰に当たっては、埼玉大学の

果たしていただいた役割というのは大変大きかったというふうに我々は評価しておりま
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す。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　何年ぐらい前からそれをやっているのか、あとは、年間どのぐらい、こ

の調査とか、検査だか調査だか、してくれているのか、お願いします。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　少しお時間をいただいて、後ほどお答えするのでよろしいでし

ょうか。大変申し訳ないです。 

○田口さとる委員長　それでは、一旦ここで休憩します。 

　　暫時休憩します。 

　　再開は１０時５０分といたします。 

 

午前１０時３０分　　休　憩 

 

午前１０時５０分　　開　議 

 

○田口さとる委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　先ほどの島村委員の質問に対する説明を求めます。 

　　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　また即答できず、貴重なお時間をいただいてしまいましたこと

をおわび申し上げます。 

　　それでは、先ほどのほうにつきまして申し上げたく存じます。 

　　まず、いつから埼玉大学にお願いしているかということでございますが、２００９年、

平成２１年度から委託してお願いをしております。 

○島村　勉委員　平成２１。 

○新井和典生涯学習部長　平成２１年度でございます。 

　　内容としましては、平均月一度、様子を見ていただいていまして、それで、やはりム

ジナモの生育確認、成長の具合等どうかとか、減り具合はどうか。あとは、食害生物の

調査ですね。やはりウシガエルですとか、アメリカザリガニ、コイとかが食べてしまい

ますので、その調査。あとは、水質調査等をまめにしていただいておりまして、我々の
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施策の基礎データを頂いております。食害生物が多いようであれば、我々も駆除に入っ

たりいたしますので、それをずっと続けてきたことで野生復帰にやっとつながったとい

うことでございまして、欠かせないデータ収集の業務をお願いしているということにな

っております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　そういうことですけれども、ただ、自生地の維持管理というか、草刈り

以外でも管理をしている人がいるし、知識を伝承してもらうような、覚えてもらってや

っていけるような方法も考えたほうがいいのかなと思うんで、長年、それは大切なもの

だから、生かしておきたいのは、もちろんそのとおりですけれども、あまりにもこのム

ジナモの関係でお金をかけ過ぎているような気がしますので、その辺よろしくお願いし

ます。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　貴重なご意見ありがとうございます。 

　　埼玉大学にもう一回お願いするというところは、やはり、どうしても、その道の専門

家でございまして、その知識や助言できる人は、余人をもって代え難しというんでしょ

うか、金子教授という方にずっとお付き合いさせていただいておりますが、そこはちょ

っと外せないところなのかなというところに考えております。 

　　さらに、それを受けて、食害生物の駆除とかをするのは、また別にシルバーさんとか

にお願いしてやっておりますので、市と大学と、ムジナモ保存会の方々も、そのような

生育環境等を見守ってくださっています。市、埼玉大学、ムジナモ保存会等、皆様が連

携して、やっと野生復帰まで来たと。ベストのこのタッグを組んで、スクラムを組んで

いる、今、状態なのかなというふうに担当としては考えております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　島村委員の質問に、さらにちょっとかぶせる形になるんですけれども、

本当にすばらしいことで必要なものだと思っているんですけれども、やっぱりそれをさ

らに活用、このデータを活用すること、今後に生かすことというのが、すごく必要かな

と思うんですけれども、私、３月に一般質問もさせてもらったんですけれども、例えば
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環境課との連携であるとか、環境基本計画への活用というのは行われて、ここのデータ

とか研究というのが、どのように生かされているんでしょうか。ムジナモということ、

そこの維持管理以外に何か別の活用法というのは、なされているんでしょうか。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　今すぐ目に見える形でこうというのは、まだ動き出しはできて

いないのですが、今、県の環境部等も我々に働きかけてくれておりまして、市役所の環

境課に来て、今後どうですかと、大きいネイチャーポジティブとして考えていきません

かみたいなのも、話合いとかもしておりまして、我々もそれに参画をしているところで

ございます。 

　　さらには、令和６年７月１日に、知事が興味を示して、知事訪問ということで、知事

訪問を受けまして、非常に県のほうでも自生地については関心を高く持ってもらってお

りますので、我々としましても、今後いろいろな啓発等にどう反映できるかとか、そこ

は郷土資料館という組織だけではなくて、市役所、市全体で、やはり考えていくべき問

題だというふうには捉えております。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　本当に貴重なデータと活動で、また、平成２１年から５年間かけて行

われた調査の報告書は本当にすばらしいものですし、市全体として、もっと活用して、

今後の羽生市の維持環境に生かしていくことが、何よりやっぱり重要だと思います。 

　　先ほど島村委員もおっしゃっていたんですけれども、これをここだけで、ここだけの

ものになってしまうと、やっぱりもったいないんじゃないかとか、何にどういう意義が

あるんだということがちょっと薄れてしまうと思うので、ぜひほかの課とも連携して、

さらに貴重な自生地、そして、これまでの研究データというものを発展させていただけ

ればと思うんですが、いかがでしょうか。 

○田口さとる委員長　生涯学習部長。 

○新井和典生涯学習部長　斎藤委員、ありがとうございます。 

　　まさしく我々も、ネイチャーポジティブということで、まずは、この自生地をさらに

もう一段階発展させられるかというのも考えておりまして、そこから、この多様性の大

切さの考え方を市内全域に、時間はかかるとは思います。広げていってもらうというふ

うに事業展開していきたいとは考えております。ご理解賜りますようお願いいたします。 

○斎藤万紀子委員　どうぞよろしくお願いします。 
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　　以上です。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○田口さとる委員長　質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５７分　　休　憩 

 

午前１０時５９分　　開　議 

 

○田口さとる委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、スポーツ振興課所管部分について、スポーツ振興課長に説明を求めま

す。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　スポーツ振興課長の根岸でございます。よろしくお願いい

たします。 

　　本日、同席している職員をご紹介いたします。 

　　スポーツ振興係長の櫻井でございます。 

○櫻井洋介スポーツ振興係長　櫻井です。よろしくお願いいたします。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　それでは、失礼ですが、着座にて説明をさせていただきま

す。 

　　議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうち、スポーツ振興課所管

部分について、ご説明申し上げます。 

　　決算書の１５３ページ中段より下になります。 

　　１０款教育費、第５項保健体育費、第１目保健体育総務費について申し上げます。 

　　保健体育総務費は、予算現額３，４９９万９，０００円に対し、支出済額

３，２８１万７，００９円で、執行率は９３．８％でした。不用額の主なものは、スポ

ーツ推進委員の活動に対する報酬等の残でございます。 

　　それでは、備考欄にしたがいまして、下から２段目、生涯スポーツ推進事業５５９万

５，０４０円について、主なものを申し上げます。 
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　　まず初めに、令和６年度より、スポーツ振興課の主な業務でありますスポーツレクリ

エーション事業の実施に係る予算、これを明確にするため、前年度までの保健体育総務

一般経費と生涯スポーツ推進事業及びスポーツ団体支援事業内のはにゅうスポ・レクフ

ェスタ実行委員会補助金が一括して計上されております。 

　　令和６年度は、前年度当初と比較しまして、旧保健体育総務一般経費のみを比較しま

すと７３万３，０００円の増額で、増額の主な理由としましては、事業実施に係るスポ

ーツ推進委員報酬の増加や、スポーツ推進委員の任期換えに伴うユニフォームの購入な

どによるものです。 

　　また、旧生涯スポーツ推進事業のみを比較しますと、３万６，０００円の増額となっ

ております。 

　　それでは、主なものについて、ご説明申し上げます。 

　　１５４ページになります。 

　　１節報酬のうちの委員報酬２４９万６，２００円につきましては、スポーツ推進委員

とスポーツ推進審議会委員に対する報酬でございます。スポーツ推進委員の報酬につき

ましては、委員の会議や各イベントへの出席率が向上したため、令和５年度と比較して

増額となっております。 

　　１０節需用費１１９万４９４円のうち、消耗品費９２万５，５３０円につきましては、

日常業務でのコピー使用料や、任期替えに伴うスポーツ推進委員のユニフォーム、主催

事業で使用するメダルや参加賞などの消耗品を購入したものでございます。 

　　１８節負担金補助及び交付金１５７万６，０８４円につきましては、スポーツ推進委

員の県や地域協議会、研究大会等の負担金及びスポ・レクフェスタ実行委員会に対する

運営補助でございます。 

　　続きまして、スポーツ団体支援事業４０２万７，０３０円について申し上げます。 

　　１５４ページ下段から１５５ページ上段になります。 

　　１８節負担金補助及び交付金につきましては、記載のとおり、市体育協会、各地区体

育振興会、市スポーツ少年団に対する運営補助でございます。 

　　続きまして、第２目保健体育施設費についてでございます。 

　　引き続き１５５ページ上段になります。 

　　保健体育施設費は、予算現額５，７９９万１，０００円に対して、支出済額

４，９９０万６，１９４円、執行率は８６．１％でした。 
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　　なお、翌年度繰越額７６３万６，０００円を差し引いた執行率は９９．２％になりま

す。こちらの繰越明許費７６３万６，０００は、市体育館空調設備設置調査業務及び市

体育館多目的室エアコン取付工事に係る請負費になります。 

　　それでは、保健体育施設一般経費について、主なものを申し上げます。 

　　１０節需用費２５４万２，７０４円のうち、修繕料２５３万７，５９０円につきまし

ては、体育館メインアリーナ床の破損箇所の補修などを実施したものでございます。 

　　続いて、１２節委託料４，４３９万２，５００円のうち、市体育館等指定管理料

４，２１３万２，０００円につきましては、市体育館、中央公園等の指定管理業務に係

る指定管理料でございます。 

　　なお、当初の年度協定書に基づく指定管理料は４，１３７万円でしたが、電気料の高

騰及び水道料金の改定に伴い、７６万２，０００円を増額した上での決算額というふう

になっております。 

　　また、市体育館メインアリーナ・サブアリーナ床改修工事実施設計委託料１７０万

５，０００円につきましては、老朽化が進む市体育館メイン、サブ、両アリーナの床に

つきまして、スポーツ活動の拠点施設としての環境を保つための工事実施に向けた設計

業務委託料です。 

　　１４節工事請負費２７９万４，０００円のうち、市体育館防煙垂壁改修工事２９４万

７，０００円につきましては、火災時の煙拡散を防ぐため、防煙垂れ壁の改修工事を実

施したものでございます。 

　　以上、スポーツ振興課所管分の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○田口さとる委員長　ありがとうございます。 

　　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　野中委員。 

○野中一城委員　１５５ページの先ほど説明がありました、市体育館メインアリーナ、サ

ブアリーナの床改修工事実施設計委託料とありましたけれども、一応、期間はどれぐら

いの工事になるのでしょうか。 

○田口さとる委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　工事の実施時期に関しましては、市内の公共施設全体の状
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況を見ながらになりますので、年度までは確定はしていないんですが、単年度中でメイ

ン、サブとも、両方工事をするという計画で進めております。 

　　以上です。 

○田口さとる委員長　野中委員。 

○野中一城委員　それは全面やるわけですか。 

○田口さとる委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　メイン、サブとも全面の張り替えを予定しております。 

○野中一城委員　分かりました。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　１５４ページ、はにゅうスポ・レクフェスタが昨年度で２回目だった

と思うんですけれども、その様子と成果について教えてください。 

○田口さとる委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　はにゅうスポ・レクスフェスタにつきましては、令和５年

度が初開催だったんですが、初年度が雨のため屋外ブースができないという状態でござ

いました。令和６年度で初めて屋内外全てのブースが開催できたことによって、全部で

２３の種目やブースを設けて、参加者にスタンプラリー形式で楽しんでいただいたもの

でございます。 

　　参加者につきましては、アンケートの回収等で集計しますと、約１，０００名。初年

度が７００名でしたので、増えている状態にあります。ご意見をアンケートによってい

ただいておりますが、９０％以上の方が、楽しかった。次回も来たいということで意見

を寄せていただいておりますので、今年度も含めまして、内容の充実を図って、多くの

皆さんに楽しんでいただけるイベントにしていきたいと考えております。 

　　以上です。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　うちも小学生の子どもが友達と一緒に参加して、非常に楽しかったと

言っていました。ぜひ今年もよろしくお願いします。 

　　あと、１５５ページなんですけれども、この辺に東雲グラウンドとか大沼グラウンド

に関する委託料等もあるんですけれども、スポーツ少年団でやっていたチームがあると

思うんですけれども、そちらについては、いつから使用が中止になって、その後、トラ



－31－

ブルといいますか、練習場が変更になったことで何か市とのやり取りはあったのか、意

見等、入っていたら教えてください。 

○田口さとる委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　まず、大沼グラウンド、いわゆる水質浄化センターの拡張

用地につきましては、令和６年度、令和７年３月をもって使用をしないということにな

っております。 

　　令和６年度になる前から、主に使っておりましたスポーツ少年団のサッカー部会とは、

下水道課、スポーツ振興課を含めて協議をさせていただきましたので、特に大きな苦情

もなくということで、進行しております。 

　　スポーツ少年団サッカー部会の大会会場としては大沼グラウンドを使っていたんです

が、チームの定期練習の会場という形にはなっておりませんでしたので、通常の団活動

については、そんなに大きな影響はないのかなというふうに考えております。 

　　大会運営につきましては、三田ケ谷地区にあります東雲グラウンド、最終処分場の拡

張用地になっていますが、そちらに大会運営も、メイン会場を移していただいたりです

とか、中央公園内の自由広場、陸上競技場を活用していただくということで、活動のお

願いもしてございますので、今のところ大きな問題は発生していないというふうに認識

しております。 

　　以上です。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　もちろん市として、いろいろ協議していたのは存じているんですが、

なかなか保護者や本人たちといいますか、やっぱり上のほうの人は話したみたいだけれ

ども、なかなかこっちまで情報が回ってこなくてというようなことも聞いておりますの

で、また今後何かありましたら、ぜひ丁寧な、やってくださっていると思うんですけれ

ども、ちょっと頭に入れておいていただけると幸いです。 

　　以上です。 

○田口さとる委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　ご意見ありがとうございます。 

　　同様の事例等が発生した場合には、丁寧な情報共有を含めまして、対応させていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 
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　　小野田委員。 

○小野田和男委員　１５６ページの先ほど野中委員が質問したところなんですけれども、

前回、体育館の大人用のバスケットボールゴールの下、あれ、要望して張り替えてもら

ったわけだけれども、これは、そこもまた、メインもサブも張り替えるということは、

やり直すということなの。 

○田口さとる委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　小野田委員おっしゃるとおり、バスケットゴールの下の部

分は特に劣化が激しい状態でしたので、割れているところや、ひび割れているところを

部分的に張り替えをさせていただいています。 

　　今回のメインアリーナ、サブアリーナの床改修工事につきましては、その床の下の下

地材ですとか、地面から立ち上がっている束組も含めて、大分古くなっているというこ

とで、メインアリーナは全て張り替えをするという形になりますので、部分的にではな

くて、全面を一度剥がして、床組から全部やり直させていただくという予定になってお

ります。 

○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　そうすると、この間直していただいたところは、今まで待っていれば

やらなくてもよかったわけだ。 

○田口さとる委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　割れているとなりますと、使用に支障を来してしまいます。

けがの原因等にもなりますので、床の張り替えの予定があってもなくても、やはり壊れ

たところは補修、修繕ということで、やらせていただいています。 

○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　前も張り替えてもらったんですけれども、全面で張り替えてくれると

いうことは、多分言われた人も喜ぶと思います。ありがとうございます。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

○小林誠弥副委員長　それでは、暫時、委員長の座を引継ぎさせていただいて、田口委員。 

○田口さとる委員　１５４ページ、備考欄のスポーツ団体支援事業に関しての負担金及び

交付金のところ、市体育協会補助金と各地区体振の補助金、それからスポーツ少年団本

部補助金とあるんですけれども、ここのところ、まずスポーツ少年団、かなり縮小とい

うか、団の数もちょっと減っている傾向もあります。 
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　　あと、各地区の体振に関しても、市民運動会がなくなったことで、ちょっと地区の運

動会も、やっていないところとかも増えてきていると聞いております。さらに、市の体

育協会、市内のスポーツ団体とかだと思うんですけれども、やっぱりコロナとかで、ち

ょっと活動が鈍っていたり、休部とか休止とかというところもあったりするんじゃない

かなと思います。 

　　市内の団体の数と、あと、それに伴って補助金の数が同数、一致しているのか、ここ

数年の、ちょっと状況を教えていただけますでしょうか。 

○小林誠弥副委員長　スポーツ推進課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　スポーツ団体の補助金につきましては、まず、体育協会、

スポーツ少年団等に関わらず、いわゆる団体の中での繰越金、余剰金の状況を見て、毎

年度、予算要求をさせていただいておりますので、余剰金、繰越金が多いと見込まれる

次の年度については、補助金の額を少し減らした形で要求をさせていただいております。 

　　活動している団体数につきましては、体育協会が令和６年度でいいますと１５種目、

１５団体、スポーツ少年団につきましては、４種目で１８団体ということで活動してい

ただいております。 

　　地区体育振興会の補助金につきましては、令和６年度で内容の見直しをさせていただ

きまして、ぜひ地域でもなるべくスポーツ活動をしていただきたいということで、いわ

ゆるスポーツ活動をした数、回数によって助成金の額を増やしていきますよという形の

交付方法に変えさせていただいておりますので、ぜひ引き続き活発な活動をお願いして

いきたいというふうに考えております。 

　　以上です。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　今の説明ですと、要するに、活動して使って、繰越金が少なければ前

年度と似たような金額で出せるし、そうでなければ、ちょっと減らしちゃうということ

で、どうでしょうか。活動の実績とかでも、ちゃんと、もちろん報告書、上がっている

とは思うんですけれども、どうでしょうか。ここのところ、コロナは落ち着いたんです

けれども、活動状況としては、コロナの頃と、またコロナ後と、またコロナ前の頃と見

て、活発に動いているかどうかという、ちょっとここ数年の活動状況について概要を教

えていただけたらと思います。 

○小林誠弥副委員長　スポーツ振興課長。 
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○根岸　剛スポーツ振興課長　スポーツ少年団の活動を中心にということで申し上げさせ

ていただきますと、コロナウイルスがいわゆる５類になってからは、基本的には通常の

活動に皆さん戻っていらっしゃる部分が大きいと思います。 

　　いわゆるスポーツ少年団本部として後援をさせていただいているものは、各種目５大

会以内としていますが、それも、コロナ禍以降、全て開催をできるような状態に戻って

おりますので、なかなか、１つのチームが主催の大会までは把握できていないんですが、

活動状況としてはコロナ以前に戻っているのかなというふうに考えております。 

　　以上です。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　じゃ、確認なんですけれども、比較的活動も活発に戻っているし、団

の数とかは恐らく減少傾向にあるとは思うんですけれども、そうはいっても、順調に活

動もしているし、お金も使われているという、それはここ数年あまり変わりがないとい

う、そういった理解でよろしいでしょうか。 

○小林誠弥副委員長　スポーツ振興課長。 

○根岸　剛スポーツ振興課長　活動は活発にしていただいておりまして、チームの数につ

きましては、いわゆるスポーツ少年団に加盟せずにスポーツ活動をしているチームとい

うのも市内には幾つかありまして、そのチームが加盟したり、規模縮小のために脱退し

たりということがありますので、チーム数は増えたり減ったりというのが実情になって

います。 

　　ただ、皆さん本当に一生懸命、指導者の皆さんを含めて活動はしていただいておりま

すので、大きな団員数の減少ということは近年なく、令和６年度までで申し上げますと、

３年連続で団員数、子どもの数が少しずつ増えている状態もありましたので、活動、活

発化をしていただいている皆さんの努力の成果かなというふうに考えております。 

　　以上です。 

○小林誠弥副委員長　田口委員。 

○田口さとる委員　もしかしたらスポ・レクフェスタとか、そういった市の活動、事業の

影響もあるのかもしれないので、その辺の検証も含めて振興を頑張っていただければと

思います。ありがとうございました。 

　　じゃ、以上です。 

○小林誠弥副委員長　それでは、委員長の座をお返しいたします。 
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○田口さとる委員長　じゃ、続きまして、ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょう

か。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○田口さとる委員長　それでは、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２２分　　休　憩 

 

午前１１時２４分　　開　議 

 

○田口さとる委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、会計課所管部分について、会計管理者兼会計課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　会計管理者兼会計課長。 

○岡田隆史会計管理者兼会計課長　会計管理者兼会計課長の岡田でございます。 

　　同席の職員は、会計係長の木元です。どうぞよろしくお願いいたします。 

　　着座にて説明させていただきます。 

　　令和６年度一般会計歳出決算の会計課所管部分について説明いたします。 

　　決算書の２７ページ下段をご覧ください。 

　　第２款総務費、第１項総務管理費、第４目会計管理費です。予算現額１，３６５万

８，０００円に対し、支出済額は１，２８８万８，８２１円で、不用額は７６万

９，１７９円となりました。 

　　右側、備考欄をご覧ください。 

　　会計一般経費１，２８８万８，８２１円の主なものについて、ご説明いたします。 

　　第１０節需用費のうち、消耗品は、コピー代です。印刷製本費は、決算書などの印刷

製本費です。 

　　第１１節役務費、手数料のうち、ページ一番下の公共料金事前通知サービス取扱手数

料は、電気料、電話料、水道料、ＮＴＴ受信料などの公共料金について、事前にその請

求通知をデータで受け取るための手数料です。すみません、金額が次のページになって

おります。 

　　次に、２８ページの上から２行目になります。 
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　　公金取扱事務手数料１１０万円は、羽生市役所内にある指定金融機関の埼玉りそな銀

行の派出所に関わる人件費等の一部を同行に支払ったものです。 

　　個人住民税特別徴収磁気媒体取扱手数料２７万７，２００円は、給与から天引きされ

る個人住民税特別徴収の収納データについて、磁気媒体、ＤＶＤで取り扱うための手数

料です。 

　　公金振込手数料は４２９万８，８３０円で、市が債務者に対して振込をするための手

数料です。 

　　現金取扱保険料１０万５，４８１円は、市の公金について、保管や輸送中に火災や盗

難などにより損害が生じた場合に補償される全国市長会の公金保険の保険料です。 

　　第１２節委託料のうち、日計処理業務委託料は、皆様に納めていただいた税金等を収

入済通知ごとに会計別、歳入科目別に収入データ化するためのものです。 

　　次に、１３節使用料及び賃借料１９万７４０円は、債権者に口座振込による支払いを

するための伝送システム使用料です。 

　　次に、２３節投資及び出資金、事務取扱資金１５万円は、窓口で公金の取扱いを行い、

準備金として釣銭が必要な課に対して年度初めに支出し、年度末に回収しております。 

　　次に、４０ページになります。 

　　中段、第１９目諸費のうち、右側、備考欄中、下から７行目、収入印紙売りさばき事

業について説明申し上げます。 

　　１０節需用費、消耗品１，０９０万円は、パスポート申請などのため、会計課で販売

している収入印紙を日本郵便株式会社から購入した費用となります。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田口さとる委員長　ありがとうございます。 

　　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　いかがでしょうか。ご質疑ございますでしょうか。 

　　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　２８ページ、公金振込手数料なんですが、昨年度に比べて結構な増額

だと思うんですけれども、これは件数が増えたのか、それとも振込料が上がったのか、

こちらについていかがでしょうか。 

○田口さとる委員長　会計管理者兼会計課長。 
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○岡田隆史会計管理者兼会計課長　公金振込手数料は、令和６年１０月導入の内国為替と

いうのがあるんですが、これは、埼玉りそな銀行の羽生支店がほかの銀行の口座に振り

込む場合に払う手数料なんですが、そちらが令和６年度中は半額ということで、６年

１０月からその内国為替が、新たにプラス、１件当たり３１円、税抜き３１円かかりま

したので、その分の費用がプラスになったもので、件数的にはほぼ同じでございます。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　じゃ、１件当たり３１円上がったので、その増額で、じゃ、今後も大

体これくらい、同じくらいかかっていくだろうという見込みという、これは半額で

３１円で、４月から６２円上がるということですか。そちら、確認をお願いします。 

○田口さとる委員長　会計管理者兼会計課長。 

○岡田隆史会計管理者兼会計課長　今年の４月から倍の６２円に上がっておりますので、

この公金振込手数料は、今年はもっと上がると思います。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　今年は、じゃ、さらに値上がりが見込まれるということなんですけれ

ども、それに対して、何か工夫じゃないですけれども、振込の回数を減らすというのも、

なかなか非常に難しいとは思うんですけれども、何かほかの自治体とかで取り組んでい

ることとか、何かお考えとかはあるんでしょうか。 

○田口さとる委員長　会計管理者兼会計課長。 

○岡田隆史会計管理者兼会計課長　振込手数料というのは、もう全国的に上がってきてお

りますので、この分をやはり市としてもどこかで稼がなくちゃいけないということで、

今、決済用資金ということで、３０億円か４０億円、常に支払い用に用意しているお金

があるんですが、このお金というのは、今まで決済用預金ということで、利息が、利子

が全然つかないような状態だったんですが、これを一時的に普通預金に回したり、部分

的に定期預金に回したりして、その分利子を稼ごうということで今年からやっておりま

して、取りあえず３０億円を利子０．２％、１年間普通預金に置いておけば６００万円

の利子が稼げると。定期預金、１０億円を今、定期預金にしようということで動いてい

るんですが、その定期預金のほうも年利５％か６％ぐらいはつきそうですので、そうい

ったところで、手数料で上がった分については利益を出して、その足しにしようかなと

いうことで考えております。 

　　以上です。 
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○斎藤万紀子委員　よろしくお願いします。 

　　以上です。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○田口さとる委員長　それでは、質疑もないようですので、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３７分　　休　憩 

 

午前１１時３９分　　開　議 

 

○田口さとる委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、監査委員事務局所管部分について、監査委員事務局に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　監査委員事務局長。 

○須藤直之監査委員事務局長　監査委員事務局長の須藤です。よろしくお願いいたします。 

　　恐縮に存じますが、着座にて説明させていただければと思います。失礼いたします。 

　　それでは、令和６年度一般会計歳出決算のうち、監査委員事務局の所管部分について、

ご説明いたします。 

　　決算書の３３ページをご覧ください。 

　　公平委員会費は、予算現額２６万４，０００円に対して、支出済額は２３万

２，３００円、執行率は８８％でした。 

　　３３ページ、公平委員会一般経費について、ご説明いたします。 

　　１節報酬１２万３，６００円は、公平委員３名分の報酬です。 

　　１８節負担金補助及び交付金７万７，６００円は、全国公平委員会連合会会費や、全

国公平委員会連合会関東支部総会出席者負担金等となります。 

　　次に、固定資産評価審査委員会費について、ご説明いたします。予算現額は８万

４，０００円に対して、支出済額は２万５，４７３円で、執行率は３０．３％でした。 

　　固定資産評価委員会一般経費、１節報酬２万２，０００円につきましては、固定資産

評価審査委員３人の報酬でございます。 

　　次に、５２ページをご覧ください。 
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　　監査委員費について、ご説明いたします。予算現額２，０２５万５，０００円に対し

て、支出済額は２，００６万４，４５７円で、執行率は９９．１％でした。 

　　５２ページ中段より少し下、監査委員一般経費について、ご説明いたします。 

　　１節報酬１１８万６，８００円は、監査委員２名分の報酬でございます。 

　　１８節負担金補助及び交付金８万９，０００円は、埼玉県都市監査委員会等の負担金

でございます。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田口さとる委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。質疑のある方はいらっしゃいますか。 

　　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　公平委員会についてなんですけれども、昨年、一昨年は、いろんな相

談等はなかったというような、たしか決算で、お話だったんですが、令和６年度につい

てはいかがでしょうか。 

○田口さとる委員長　監査委員事務局長。 

○須藤直之監査委員事務局長　お答えいたします。 

　　令和６年度につきましては、いわゆる職員の苦情相談と言われるものにつきましては、

２件ございました。そのうちの１件は、給与体系についての相談でございました。もう

１件につきましては、職場環境についての相談でございました。 

　　給与の相談というのは、前職があったために月額の違い等があるのかないのかという

ところの相談でございました。 

　　もう１件につきましては、こちらは、職場の環境の相談というところで、職場が忙し

いというところで、ただ、なかなか上司に意見が言いづらい環境だというところで、そ

こにつきましては、助言をさせていただきました。いわゆる自己申告書等に自分の現状

を書きなさいというところで、助言をさせていただきました。 

　　給与の相談につきましては、総務課から資料を頂き、今回のこの職員の給与体系につ

いての説明をさせていただいて、この職員については同意をいただいたところでござい

ます。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　給与のほうの相談については、総務課と一緒に相談して納得していた
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だいたということで、職場環境についてのもう一件については、納得いただけたのか、

改善につながったのかということを確認お願いいたします。 

○田口さとる委員長　監査委員事務局長。 

○須藤直之監査委員事務局長　先ほどの職場環境についての相談につきましては、まずは

係長によく相談をしなさいというところでの説明をし、もしその係長と話がしづらいと

いうところであれば、上長である課長に相談しなさいというところの説明をさせていた

だいたところであります。その職場環境が、やはり忙しいというところで、当然これは

市の職員全体の問題で、いわゆる人事も絡んでくるよというところの説明のほうはさせ

ていただいたところでございます。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　すみません、確認なんですけれども、これは事務局長が対応されて、

公平委員会の開催には至ったのかということも確認をお願いいたします。 

○田口さとる委員長　監査委員事務局長。 

○須藤直之監査委員事務局長　こちらにつきましては、公平委員会の開催には至っており

ません。相談の段階で、公平委員会の委員長に、今回の案件についての相談があるとい

うところで、委員長から同意をいただいた上で事務局長が対応したというところでござ

います。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　斎藤委員。 

○斎藤万紀子委員　すみません、確認、公平委員会までつなげるか否かというのは、どの

辺の基準があるのか、これまで実際に公平委員会が開催されて解決に至った事例もある

のか、それとも基本的には、去年、おととしはなかったということで、事務局長の対応

が主だとは思うんですけれども、公平委員会までつながる何か基準というのがあれば教

えてください。 

○田口さとる委員長　監査委員事務局長。 

○須藤直之監査委員事務局長　いわゆる公平委員会というのが、勤務条件の措置要求であ

ったり、不利益の処分を受けた者に対する審査請求であったりいたします。そこの措置

要求、審査請求に至らない職員の苦情や、人間関係に関するところが苦情相談でござい

ます。本人が、やはり公平委員会を開催してくださいというところであれば、事務局は、
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それにのっとって対応はいたします。そこにつきましては、職員の意を酌みたいと思い

ます。 

　　以上でございます。 

○斎藤万紀子委員　了解しました。ありがとうございます。 

○田口さとる委員長　ありがとうございます。 

　　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

○田口さとる委員長　それでは、質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結い

たします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。特にありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○田口さとる委員長　討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　本案は、これを認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○田口さとる委員長　挙手全員と認めます。 

　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５０分　　休　憩 

 

午前１１時５２分　　開　議 

 

○田口さとる委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４３号　令和６年度羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計歳入歳出

決算についてを議題といたします。 

　　商工課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　商工課長。 
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○今成義暢商工課長　商工課長の今成です。よろしくお願いいたします。 

　　同席する職員は、商工振興係長の小林です。 

○小林　良商工振興係長　小林でございます。よろしくお願いいたします。 

○今成義暢商工課長　恐縮ですが、着座で説明をさせていただきます。 

　　それでは、議案第４３号　令和６年度羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会

計歳入歳出決算について説明申し上げます。 

　　本事業は、安定した退職金を支給することで、労働者が安心して、また定着して就労

できるよう、市内中小企業の従業員の福祉向上を目指し、労務施策を目的として実施し

ている制度です。従業員１人当たり、１口月額１，０００円で最高６口まで加入するこ

とができます。掛金は事業者負担となりますが、事業者はこれを損益として計上できる

メリットがございます。 

　　令和６年度の加入状況を申し上げますと、加入事業所数５０事業所、加入人数

２７２人、加入口数１，２６７口となっております。 

　　タブレット端末に令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算書の１７５ページを表示し

ましたが、本会計の収入済額合計４，６２６万４，８３５円に対して、支出済額合計

４，３５６万９，３０３円となり、差引残額は２６９万５，５３２円となりました。 

　　次のページになります。 

　　まず、歳入から説明申し上げます。 

　　第１款共済掛金収入は、調定額１，５５１万９，０００円に対し、収入済額は同額で、

収入率は１００％となりました。こちらは、羽生事業所から支払われる毎月の掛金収入

で、全て基金へ積み立てております。 

　　次に、第２款繰入金は、調定額２，５８９万４，２５８円に対し、収入済額は同額で、

収入率は１００％でした。 

　　第２款第１項第１目一般会計繰入金５５０万８，０００円は、特別会計の運営のため、

一般会計の労働費から繰り入れたものです。 

　　第２款第２項第２目中小企業従業員退職金等共済基金繰入金の収入済額２，０３８万

６，２５８円は、退職一時金を支払うために基金から繰り入れたものでございます。 

　　次に、第３款財産収入は、調定額２２１万６，５５０円に対し、収入済額は同額で、

収入率は１００％でした。 

　　第３款第１項第１目利子及び配当金の収入済額２２１万６，５５０円は、基金財産の
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運用結果による利子配当金収入で、基金に積立てをいたしました。令和６年度の運用利

率は０．７５％で、前年度と同率でございました。 

　　次のページに移ります。 

　　歳出でございます。 

　　歳出は、大きく２つに分けられます。 

　　まず、１つ目は、第１款総務費です。これは、退職金等共済事業を行うために必要な

経費、すなわち事務費として計上した一般管理費となっております。２つ目は、第２款

事業費です。これは、退職一時金を支払うための支出、共済掛金財産収入などを基金へ

積み立てるための経費、すなわち事業費として計上した共済費となっております。 

　　まず、第１款総務費は、予算現額５５０万８，０００円に対しまして、支出済額

５４４万７，４９５円で、執行率は９８．９％でした。 

　　それでは、第１款第１項第１目一般管理費の一般管理事業について申し上げます。 

　　ページの右側、備考欄をご覧ください。 

　　初めに、１１節役務費の手数料、こちらは３つございます。 

　　まず、資金管理運用手数料として１２６万２，７０１円を住友生命保険相互会社に支

出した費用です。こちらは、掛金を運用利回りにより安定的に管理させるための経費で

す。これにより、掛金以上の退職金額の支給が可能となっております。 

　　次に、共済掛金を事業者の口座から引き落とす際の手数料として、２万２０１円、こ

ちらは市内金融機関へ支出した経費でございます。 

　　３つ目は、基金運用を委託している住友生命保険相互会社の信用度を確認するため、

株式会社帝国データバンク熊谷支社に依頼し、年２回調査を実施しておりますが、それ

が企業信用調査手数料の３万５，２００円となっております。 

　　次に、１２節委託料について申し上げます。 

　　システム管理運営業務委託料は、中退共制度への加入期間、加入口数、加入人数、利

率等の要件に基づき、正しく長期にわたり退職金を計算する必要があるため、これをセ

イコーソリューションズ株式会社に３９６万円で委託した金額となります。 

　　次に、１３節使用料及び賃借料について申し上げます。 

　　インターネットバンキング使用料１１万８，８００円は、インターネット上で振替が

可能なインターネットバンキングの使用料として、武蔵野銀行様と埼玉縣信用金庫様へ

支出した金額です。 
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　　次に、第２款事業費は、予算現額８，０３８万円に対しまして、支出済額

３，８１２万１，８０８円で、執行率は４７．４％となりました。 

　　それでは、第２款１項１目共済費のうち、◎共済事業について申し上げます。 

　　まず、１８節負担金補助及び交付金の退職一時金２，０３８万６，２５８円は、

２７名の退職者中、２４名にその退職金を支給しました。 

　　なお、詳細につきましては、後ほど、決算附属資料の１３６ページ、中退共退職金支

給内訳をご覧いただきたいと存じます。 

　　次に、２４節積立金１，７７３万５，５５０円は、加入事業所から支払われる毎月の

掛金と基金財産を運用して得られた利子配当金の２つの収入を基金へ積み立てたもので

ございます。内訳は、退職金の積立金として事業者から支払われました掛金積立金

１，５５１万９，０００円と、運用利子として住友生命から支払われました利子積立金

２２１万６，５５０円の２つとなっております。 

　　以上をもちまして、主なものの説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田口さとる委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　島村委員。 

○島村　勉委員　事業者数５０とか、口数１千二百幾つ、これ、どの程度下がってきてい

ますか。 

○田口さとる委員長　商工課長。 

○今成義暢商工課長　令和５年度、前年度と比べますと、加入事業所数はプラマイゼロで、

５０事業所となっております。 

　　加入の人数でございますけれども、マイナス６名ということで、前年度は２７８名に

対しまして、令和６年度は２７２名でございました。 

　　加入口数でございますけれども、令和５年度は１，３０５口でしたが、令和６年度は

１，２６７口ということで、マイナス３８口となっております。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　島村委員。 

○島村　勉委員　退職が２７名ということは、新しく入ってきた人もいるということ。 

○田口さとる委員長　商工課長。 

○今成義暢商工課長　退職されたのは２７名で、そのうち支払いをしたのが２４名という
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ことで説明をさせていただきましたが、新たに加入した人も当然おりまして、それの増

減という形での退職者数２７名でございます。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

　　小野田委員。 

○小野田和男委員　これ、中退金で五十数者入っているということなんだけれども、対象

とする企業数というのはどのぐらいなのかね。事業ですよね、負担がつくからかなり力

がないと入れないと思うんだけれども。 

○田口さとる委員長　商工課長。 

○今成義暢商工課長　対象とする事業者数ということでございましたが、市内の中小企業

ということで、経済センサス、令和５年度の数を見ますと、市内に２，０００弱、

１，９００ちょっとだったと思うんですけれども、事業者数がございまして、ですので、

分母としては、その数になるかなというふうに認識しております。 

○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　それは、中退金といっても、零細企業の退職金なんで、できれば、そ

こに属する社員の方は、本当は１００％入ってもらったほうが退職金をもらえていいん

だけれども、会社においては、小さな会社だと退職金を出せないから、それをＰＲして

いるのかね。 

○田口さとる委員長　商工課長。 

○今成義暢商工課長　ＰＲのほうはさせていただいております。商工課といたしましても、

今、小野田委員がおっしゃったとおり、零細企業の支援も、もちろん含んでおりますの

で、１口１，０００円からというのが、この羽生市の中退共事業の強みでもございます。

そういったことで、ＰＲといたしまして、広報、ホームページはもとより、商工会の会

報にチラシを入れていただいたりですとか、機会があるごとに、会合などで、お時間を

いただきまして、羽生市の中退共制度のＰＲということで努めております。そして今後

も継続して加入者数が、増えるようにＰＲをしてまいりたいというふうに思います。 

　　以上でございます。 

○田口さとる委員長　小野田委員。 

○小野田和男委員　確かに金がないと入れないから、ＰＲしても社長は多分ちょっと、う

んと言わないところもあるんだけれども、入るようにお願いします、ＰＲ、従業員のた
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めに。 

○今成義暢商工課長　承知しました。 

○田口さとる委員長　ほかに質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

〔発言する者なし〕 

　　それでは、質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。討論はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○田口さとる委員長　討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　本案は、これを認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○田口さとる委員長　挙手全員と認めます。 

　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午後　零時１０分　　休　憩 

 

午前　零時１２分　　開　議 

 

○田口さとる委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

　　これをもって散会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後　零時１３分　　散　会 


